
一

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

新
旧
対
照
表

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
傍
線
部
の
部
分
は
修
正
部
分
）

修

正

案

政

府

案

第
百
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務

（
自
治
事
務
に
あ
つ
て
は
労
働
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
法
定
受
託
事
務
に
あ
つ
て
は
国
の
安

全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
議
会
の
調
査
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

選
挙
人
そ
の
他
の
関
係
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②

民
事
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
中
証
人
の
訊
問
に
関
す
る
規
定
は
、
こ

の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
議
会
が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
の
た
め
選
挙
人

そ
の
他
の
関
係
人
の
証
言
を
請
求
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
た
だ

し
、
過
料
、
罰
金
、
拘
留
又
は
勾
引
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

③

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
出
頭
又
は
記
録
の
提
出
の
請
求
を
受
け
た
選

挙
人
そ
の
他
の
関
係
人
が
、
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
議
会
に
出
頭
せ
ず

若
し
く
は
記
録
を
提
出
し
な
い
と
き
又
は
証
言
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
六
箇
月

以
下
の
禁
錮
又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

④
～
⑬

（
略
）

⑭

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
会

の
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一

第
百
条

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務

（
自
治
事
務
に
あ
つ
て
は
労
働
委
員
会
及
び
収
用
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
法
定
受
託
事
務
に
あ
つ
て
は
国
の
安

全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
議
会
の
調
査
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
選
挙
人
そ
の
他
の
関
係

人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

民
事
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
中
証
人
の
訊
問
に
関
す
る
規
定
は
、
こ

の
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
が

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
の
た
め
選
挙
人
そ
の
他
の

関
係
人
の
証
言
を
請
求
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
但
し
、
過
料
、

罰
金
、
拘
留
又
は
勾
引
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

③

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
又
は
記
録
の
提
出
の
請
求
を
受
け
た
選
挙
人

そ
の
他
の
関
係
人
が
、
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
議
会
に
出
頭
せ
ず
若
し

く
は
記
録
を
提
出
し
な
い
と
き
又
は
証
言
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
六
箇
月
以
下

の
禁
錮こ

又
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

④
～
⑬

（
略
）

⑭

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
会

の
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
そ
の



二

部
と
し
て
、
そ
の
議
会
に
お
け
る
会
派
又
は
議
員
に
対
し
、
政
務
活
動
費

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
務
活
動
費

の
交
付
の
対
象
、
額
及
び
交
付
の
方
法
並
び
に
当
該
政
務
活
動
費
を
充
て

る
こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
は
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑮

前
項
の
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告

書
を
議
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑯

議
長
は
、
第
十
四
項
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
途
の
透
明

性
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑰
～
⑳

（
略
）

第
百
二
条
の
二

（
略
）

②
～
⑦

（
略
）

⑧

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
五
十
二

条
の
三
十
九
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
四
条
第
三
項

中
「
二
十
日
以
内
に
議
会
を
招
集
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
日
以
内
に
」

と
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
議
会
の
審
議
」
と
あ
る
の
は
「
定
例
日

に
開
か
れ
る
会
議
の
審
議
又
は
議
案
の
審
議
」
と
、
第
二
百
四
十
三
条
の

三
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
次
の
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
定
例
日
に

開
か
れ
る
会
議
」
と
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
四
項
中
「
二
十
日

以
内
に
議
会
を
招
集
し
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
日
以
内
に
」
と
す
る
。

第
百
二
十
一
条

（
略
）

②

第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
議
会
の
議
長
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

議
会
に
お
け
る
会
派
又
は
議
員
に
対
し
、
政
務
調
査
費
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
務
調
査
費
の
交
付
の
対
象
、

額
及
び
交
付
の
方
法
は
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑮

前
項
の
政
務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
会
派
又
は
議
員
は
、
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
政
務
調
査
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告

書
を
議
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑯
～
⑲

（
略
）

第
百
二
条
の
二

（
略
）

②
～
⑦

（
略
）

⑧

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
百
二
十
一
条
、
第

二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
の

三
十
九
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
四
条
第
三
項
中

「
二
十
日
以
内
に
議
会
を
招
集
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
日
以
内
に
」

と
、
第
百
二
十
一
条
中
「
議
会
の
審
議
」
と
あ
る
の
は
「
定
例
日
に
開
か

れ
る
会
議
の
審
議
又
は
議
案
の
審
議
」
と
、
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二

項
及
び
第
三
項
中
「
次
の
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
定
例
日
に
開
か
れ

る
会
議
」
と
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
四
項
中
「
二
十
日
以
内
に

議
会
を
招
集
し
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
日
以
内
に
」
と
す
る
。

第
百
二
十
一
条

（
略
）



三

議
場
へ
の
出
席
を
求
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
執
行

機
関
の
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
百
七
条

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百
条
第
一
項
後
段
（
第
二
百
八
十
七
条

の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
頭

し
た
選
挙
人
そ
の
他
の
関
係
人
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
（
第
百
九
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た

参
考
人
、
第
百
九
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
、
第

二
百
五
十
一
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
当
事
者
及
び
関

係
人
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
百
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
参
加
し
た
者
の
要
し

た
実
費
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
一
部
事
務
組
合
）

第
二
百
八
十
七
条
の
二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

前
編
第
六
章
第
一
節
（
第
九
十
二
条
の
二
の
規
定
に
限
る
。
）
、
第
二

節
（
第
百
条
第
十
四
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
七
節
の

規
定
は
、
特
例
一
部
事
務
組
合
の
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
九
十
二
条
の
二
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
百
条
の

二
並
び
に
第
百
二
十
五
条
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、

及
び
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
」

第
二
百
七
条

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
及
び
第
百
条
第
一
項
（
第
二
百
八
十
七
条
の
二

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た

選
挙
人
そ
の
他
の
関
係
人
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
（
第
百
九
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
参
考

人
、
第
百
九
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
、
第
二
百

五
十
一
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
当
事
者
及
び
関
係
人

並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
百
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会
に
参
加
し
た
者
の
要
し
た
実

費
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
一
部
事
務
組
合
）

第
二
百
八
十
七
条
の
二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

前
編
第
六
章
第
一
節
（
第
九
十
二
条
の
二
の
規
定
に
限
る
。
）
、
第
二

節
（
第
百
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
七
節
の

規
定
は
、
特
例
一
部
事
務
組
合
の
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
九
十
二
条
の
二
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
第
百
条
の

二
並
び
に
第
百
二
十
五
条
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
」
と
あ
り
、

及
び
「
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
」



四

と
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
」
と
、
第
百
二
十
四
条
中
「
議
員
」
と
あ
る
の
は
「
特

例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
」
と
、
「
請
願
書
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
構
成
団
体
の
議
会
に
請
願
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

８
・
９

（
略
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

消
費
者
安
全
法
（

平
成
二

十
一

年

法

律
第
五
十
号
）

（
略
）

出
入
国

管
理

及

び

難
民
認

定
法

及

び

日
本
国

と
の

平

和

条
約
に

基
づ

き

日

本
の
国

籍
を

離

脱

し
た
者

等
の

出

入

国
管
理

に
関

す

る

特
例
法

の
一

部

を

改
正
す

る
等

の

法

律
（
平
成
二
十
一
年

附
則
第
十
七
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
及
び
附

則
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
七
第
二

項
、
附
則
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第

一
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び

第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
三
十
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
及
び
附

則
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を

離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

と
、
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
」
と
、
第
百
二
十
四
条
中
「
議
員
」
と
あ
る
の
は
「
特

例
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
の
議
会
の
議
員
」
と
、
「
請
願
書
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
構
成
団
体
の
議
会
に
請
願
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

８
・
９

（
略
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ

る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

消
費
者
安
全
法
（

平
成
二
十
一
年
法

律
第
五
十
号
）

（
略
）

出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
及
び

日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日

本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る

特
例
法
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
二
十
一
年

附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務



五

法
律
第
七
十
九
号
）

法
第
十
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三
十
一
条
第

一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

中
小
企

業
者

等

に

対
す
る

金
融

の

円

滑
化
を

図
る

た

め

の
臨
時

措
置

に

関

す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年

法
律

第

九

十
六
号
）

（
略
）

法
律
第
七
十
九
号
）

中
小
企
業
者
等
に

対
す
る
金
融
の
円

滑
化
を
図
る
た
め

の
臨
時
措
置
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
九

十
六
号
）

（
略
）



六

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
（
改
正
法
附
則
関
係
）

（
傍
線
部
の
部
分
は
修
正
部
分
）

修

正

案

政

府

案

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
十
六

条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
六
条
、
第
百
条
第
十
四
項
及
び

第
十
五
項
の
改
正
規
定
、
同
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百

九
条
の
改
正
規
定
、
第
百
九
条
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
第
百
十
条
、
第

百
十
一
条
、
第
百
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
七
条
及
び
第
二
百
五
十
条

の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
編
第
十
一
章
第
二
節
第
五
款
中
第
二
百

五
十
二
条
を
第
二
百
五
十
一
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
章
第
三
節
第
一
款
中
第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
五
十
二
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
百
五
十
二
条
の
八
、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
、
第

二
百
五
十
五
条
の
五
及
び
第
二
百
八
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
八
十
七
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条
の

三
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
二
百
八
十
七
条
の
四
と
し
、
第
二
百
八
十
七

条
の
二
を
第
二
百
八
十
七
条
の
三
と
し
、
第
二
百
八
十
七
条
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
八
十
八
条
か
ら
第
二
百
九
十
条
ま
で
、
第

二
百
九
十
一
条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
二
第
四
項
、
第
二
百
九
十

一
条
の
四
第
四
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
六
、
第
二
百
九
十
一
条
の
八
第

二
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
及
び
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正

規
定
並
び
に
別
表
第
一
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
十
六

条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
六
条
及
び
第
百
九
条
の
改
正
規

定
、
第
百
九
条
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
、
第

百
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
百
七
条
及
び
第
二
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の

改
正
規
定
、
第
二
編
第
十
一
章
第
二
節
第
五
款
中
第
二
百
五
十
二
条
を
第

二
百
五
十
一
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

章
第
三
節
第
一
款
中
第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
百
五
十
二
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

二
百
五
十
二
条
の
八
、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
、
第
二
百
五
十
五

条
の
五
及
び
第
二
百
八
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
二
百
八
十
七
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条
の
三
の
改
正
規

定
、
同
条
を
第
二
百
八
十
七
条
の
四
と
し
、
第
二
百
八
十
七
条
の
二
を
第

二
百
八
十
七
条
の
三
と
し
、
第
二
百
八
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
百
八
十
八
条
か
ら
第
二
百
九
十
条
ま
で
、
第
二
百
九
十
一

条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
二
第
四
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
四
第

四
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
六
、
第
二
百
九
十
一
条
の
八
第
二
項
、
第
二

百
九
十
一
条
の
十
三
及
び
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び

に
別
表
第
一
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、

第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
十



七

則
第
三
条
、
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
、

附
則
第
十
五
条
中
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
四
条
第
四
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
十
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
条
中
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
十
四
条
第
四
項
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
六
条

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


